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ナ
チ
体
制
下
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
リ
タ
ス

―
―
共
存
と
抵
抗
の
あ
い
だ
で

中　

野　

智　

世



（2）

一　

は
じ
め
に

　

ナ
チ
体
制
下
の
国
家
・
社
会
を
語
る
際
に
、「
強
制
的
同
質
化
（
画
一
化
、
均
質
化
）」（
ド
イ
ツ
語
で
はG

leichschaltung

）

と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
も
と
も
と
は
、「
流
れ
を
整
え
る
」、「
乱
れ
を
整
え
る
」
と
い
っ
た
意
味
の
電
気
工

学
の
用
語
で
あ
っ
た
が
、
ナ
チ
の
権
力
掌
握
の
過
程
で
行
わ
れ
た
国
家
と
社
会
の
「
ナ
チ
化
」
政
策
を
意
味
す
る
政
治
用
語

に
転
用
さ
れ
た（

1
）。
反
対
派
の
弾
圧
と
排
除
、
多
党
制
の
解
体
、
文
化
・
思
想
の
統
制
、
職
業
団
体
か
ら
レ
ジ
ャ
ー
組
織
ま

で
あ
ら
ゆ
る
諸
団
体
の
ナ
チ
化
な
ど
、
文
字
通
り
、
社
会
の
全
領
域
が
ひ
と
つ
の
同
じ
方
向
に
強
制
的
に
「
整
え
ら
れ
」、
ナ

チ
支
配
が
確
立
し
て
い
く
過
程
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
に
あ
っ
て
、「
強
制
的
同
質
化
」
を
免
れ
、
非
ナ
チ
組

織
と
し
て
存
続
し
え
た
数
少
な
い
団
体
の
ひ
と
つ
が
、
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
カ
リ
タ
ス
で
あ
る
。

　

カ
リ
タ
ス
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
公
認
の
慈
善
・
福
祉
に
か
か
わ
る
諸
組
織
の
連
合
体
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
西
南
部
の
フ

ラ
イ
ブ
ル
ク
を
本
拠
地
と
す
る
「
ド
イ
ツ
・
カ
リ
タ
ス
連
盟
（D

eutscher C
aritasverband

）」
の
も
と
、
ナ
チ
の
政
権
獲
得

時
に
は
、
ド
イ
ツ
全
土
に
お
よ
そ
四
千
の
福
祉
・
医
療
施
設
、
八
千
を
越
え
る
通
所
施
設
（
幼
稚
園
・
保
育
所
な
ど
）
を
有

し
、
十
二
万
の
専
従
従
事
者
を
抱
え
る
大
規
模
な
組
織
体
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
時
代
に
先
立
つ
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
期
に
お
い

て
は
、
い
わ
ゆ
る
非
営
利
の
公
認
民
間
福
祉
団
体
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
諸
組
織
の
連
合
体
で
あ
る
「
ド
イ
ツ
福
音

教
会
国
内
伝
道
（Innere M

ission der deutschen evangelischen K
irche

、
以
下
「
国
内
伝
道
」
と
略
記
）」
と
と
も
に
、
福

祉
国
家
の
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、「
民
族
共
同
体
」
に
貢
献
し
え
な
い
病
者
・
弱
者
に
目
を
向
け
る
キ
リ
ス
ト
教
慈
善
の
倫
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理
を
「
誤
っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
断
じ
て
い
た
。
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
は
、「
共
同
体
の
重
荷
」
で
あ
る
病

者
・
弱
者
の
救
済
に
か
わ
っ
て
、
有
能
で
健
康
な
者
の
保
護
と
促
進
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
福
祉
批

判
、
福
祉
国
家
攻
撃
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
期
に
お
け
る
ナ
チ
・
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
定
番
ト
ピ
ッ
ク
で
も
あ
っ
た
。
こ

う
し
た
ス
タ
ン
ス
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
リ
タ
ス
と
国
内
伝
道
と
い
う
二
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
系
福
祉
団
体
は
、
ナ
チ
体
制
下

で
解
散
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
、
ナ
チ
組
織
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
存
続
し
え
た
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
「
反
福
祉
」

を
志
向
す
る
ナ
チ
国
家
に
お
い
て
、
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
系
福
祉
団
体
に
存
続
の
余
地
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
右
記
の
問
い
を
出
発
点
と
し
て
、
ナ
チ
体
制
下
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
系
福
祉
団
体
の
あ
り
よ
う
を
検
討
す

る
。「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
も
と
づ
く
福
祉
思
想
と
の
対
決
」
を
掲
げ
る
ナ
チ
体
制
の
下
で
、
キ
リ
ス
ト
教
系
福
祉
事
業
は
ど

の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か
。
ま
た
、
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
実
際
の
福
祉
実
践
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
本
稿
で
は
、
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
リ
タ
ス
に
着
目
す
る
。
カ
リ
タ
ス

と
国
内
伝
道
と
は
、
と
も
に
新
旧
両
派
の
教
会
を
後
ろ
盾
に
持
つ
民
間
福
祉
団
体
と
し
て
、
一
対
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

も
多
い
。
し
か
し
、
こ
と
ナ
チ
時
代
に
お
け
る
両
者
の
間
に
は
、
体
制
と
の
距
離
や
母
体
と
な
る
教
会
と
の
関
係
を
は
じ
め

と
し
て
、
そ
の
行
動
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
違
い
が
存
在
し
た
。
国
内
伝
道
の
指
導
部
が
、
福
音
教
会
の
な
か
で
も
ナ

チ
を
支
持
す
る
勢
力
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、
体
制
に
よ
り
近
か
っ
た
の
に
対
し
、
カ
リ
タ
ス
は
、
教
皇
庁
と
い
う
体

制
外
の
権
威
を
後
ろ
盾
に
持
ち
、
ナ
チ
に
対
す
る
「
免
疫
力
」
が
相
対
的
に
高
か
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
結
び
つ
い
て
い

た
た
め
、
国
内
伝
道
よ
り
は
体
制
と
の
間
に
距
離
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
特
定
の
局
面
に
お
い
て
は
、
よ
り
明
確
な
「
対

抗
勢
力
」
と
な
り
え
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
側
に
着
目
す
る
。
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こ
こ
で
研
究
史
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
国
内
伝
道
は
、
体
制
へ
の
「
歩
み
寄
り
」
へ
の
批
判
的
関
心
も
あ
っ
て
、
早
く
か

ら
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
が（

2
）、
カ
リ
タ
ス
に
つ
い
て
は
、
な
が
ら
く
カ
リ
タ
ス
自
身
に
よ
る
回
顧
的
な
歴
史
叙
述
が

中
心
で
あ
っ
た
。
先
述
の
「
ド
イ
ツ
・
カ
リ
タ
ス
連
盟
」
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
、
歴
史
家
で
あ
る
ヴ
ォ
ラ
シ
ュ
を
中
心
と
す
る

一
九
七
〇
・
八
〇
年
代
の
先
駆
的
研
究（

3
）で
は
、
ナ
チ
体
制
下
の
カ
リ
タ
ス
が
如
何
に
厳
し
い
弾
圧
に
晒
さ
れ
、
存
亡
の
危

機
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
か
、
ま
た
、
ナ
チ
施
策
に
対
す
る
カ
リ
タ
ス
の
「
抵
抗
」
の
局
面
が
描
か
れ
た
。
他
方
、
一
九
九
〇

年
代
に
出
さ
れ
た
民
間
福
祉
団
体
全
般
を
対
象
と
す
る
カ
イ
ザ
ー
、
ザ
ク
セ
／
テ
ン
シ
ュ
テ
ッ
ト
、
ハ
マ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

著
作（

4
）は
、
ナ
チ
と
キ
リ
ス
ト
教
系
民
間
福
祉
団
体
―
―
カ
リ
タ
ス
と
国
内
伝
道
―
―
と
の
関
係
が
単
純
な
対
抗
の
図
式
に

は
お
さ
ま
ら
ず
、
競
合
・
共
存
の
局
面
を
も
有
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
と
に
ハ
マ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
カ
リ
タ
ス
と
国
内
伝

道
は
、
体
制
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
し
て
ナ
チ
国
家
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
な
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
た（

5
）。

カ
リ
タ
ス
を
体
制
の
「
犠
牲
者
」、「
抵
抗
者
」
と
見
る
か
、
体
制
に
「
順
応
」
し
た
「
協
力
者
」
と
み
る
か
は
、
ど
の
局
面

に
着
目
す
る
か
に
も
左
右
さ
れ
、
今
な
お
評
価
が
わ
か
れ
て
い
る（

6
）。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
い
ず
れ
も
概
説
的
叙

述
で
あ
り
、
ナ
チ
体
制
下
の
カ
リ
タ
ス
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
た
包
括
的
研
究
は
、
い
ま
だ
存
在
し
な
い
。
史
料
的
制
約
も

あ
り
、
現
在
ま
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
を
中
心
と
す
る
指
導
部
の
動
向
が
中
心
で
、
各
地
の
諸
組

織
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
「
安
楽
死
」
問
題
な
ど
、
特
定
の
ト
ピ
ッ
ク
に
限
っ
た
事
例
研
究
が
わ
ず
か
に
あ
る
の

み
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
は
、
ナ
チ
時
代
に
お
け
る
カ
リ
タ
ス
の
対
応
を
、
下
記
の
二
点
に
留

意
し
な
が
ら
整
理
・
概
観
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
。
ま
ず
、
体
制
と
カ
リ
タ
ス
と
の
関
係
性
を
、
今
な
お
議
論
に
の
ぼ
る
「
抵

145



ナチ体制下のドイツにおけるカトリック・カリタス（5）

抗
か
協
力
か
」
と
い
っ
た
二
者
択
一
で
は
な
く
、
時
代
や
局
面
ご
と
に
異
な
り
う
る
、
よ
り
動
態
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え

る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
従
来
の
分
析
が
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
の
指
導
者
層
の
言
動
を
主
た
る
対
象
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
現

場
実
践
お
よ
び
そ
こ
で
の
従
事
者
―
―
専
門
職
員
や
修
道
女
の
ほ
か
、
施
設
付
き
司
祭
な
ど
の
下
級
聖
職
者
―
―
を
も
視
野

に
い
れ
る
点
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
史
料
的
に
跡
付
け
ら
れ
る
位
相
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
リ
タ
ス
を
一
枚
岩
的
な
存
在
と

し
て
で
は
な
く
、
多
面
的
で
複
雑
な
様
相
を
併
せ
持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
よ
り
差
異
化
さ
れ
た
、
き
め
細
か

な
歴
史
叙
述
を
目
指
し
た
い
。
こ
う
し
た
分
析
を
通
し
て
、
最
終
的
に
は
、「
反
福
祉
」
国
家
に
お
け
る
民
間
福
祉
、
こ
と

に
、
世
俗
権
力
と
は
別
の
、
宗
教
を
基
盤
と
す
る
民
間
福
祉
が
そ
こ
で
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ

る
。

　

以
下
で
は
、
ま
ず
、
ナ
チ
体
制
成
立
直
後
に
お
け
る
カ
リ
タ
ス
の
対
応
、
こ
と
に
、
組
織
の
生
き
残
り
と
体
制
と
の
共
存

へ
向
け
た
模
索
を
見
た
後
（
第
二
章
）、
体
制
側
か
ら
の
攻
勢
が
強
ま
る
一
九
三
〇
年
代
半
ば
以
降
、
様
々
な
局
面
に
わ
た
っ

て
展
開
さ
れ
た
両
者
の
競
合
・
対
抗
関
係
を
検
討
す
る
（
第
三
章
）。
最
後
に
、
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
カ
リ
タ
ス
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
決
定
的
に
衝
突
す
る
場
と
な
っ
た
、
強
制
断
種
政
策
と
、
い
わ
ゆ
る
「
安
楽
死
」
問
題
を
例
と
し
て
、
カ

リ
タ
ス
の
対
応
を
検
証
す
る
（
第
四
章
）。
な
お
、
主
た
る
史
料
は
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
の
発
行
す
る
定
期
刊
行
物
、
カ
リ
タ
ス

関
係
者
の
手
に
よ
る
同
時
代
文
献
、
カ
リ
タ
ス
文
書
館
所
蔵
の
未
刊
行
史
料
の
ほ
か
、
教
会
関
係
の
史
料
集
な
ど
で
あ
る
。
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二　

ナ
チ
体
制
の
成
立
と
カ
リ
タ
ス

　

本
論
に
入
る
前
に
、
そ
も
そ
も
カ
リ
タ
ス
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
カ
リ
タ
ス
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
慈
善
・
福
祉
事
業
組
織
の
連
合
体
を
意
味
す
る
。
そ
の
際
、
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
カ
リ
タ
ス
が
信
仰
の
実
践
と
し
て
の
宗
教
的
側
面
と
、
福
祉
事
業
と
し
て
の
公
的
な
側
面
の
双
方
を
併
せ

持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
、
カ
リ
タ
ス
＝
隣
人
愛
は
教
義
の
核
と
な
る
概
念
で
あ
り
、
他
者

援
助
と
し
て
の
慈
善
行
為
は
、
信
徒
お
よ
び
教
会
が
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
義
務
で
あ
っ
た
。
教
会
の
ミ
サ

に
お
け
る
献
金
、
小
司
教
区
で
の
一
般
信
徒
に
よ
る
慈
善
活
動
、
修
道
院
立
の
孤
児
院
・
養
老
院
運
営
、
そ
こ
で
従
事
す
る

修
道
女
・
修
道
士
な
ど
、
カ
リ
タ
ス
に
か
か
わ
る
資
金
、
組
織
、
従
事
者
は
、
い
ず
れ
も
宗
教
的
な
動
機
と
つ
な
が
り
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

　

他
方
で
、
そ
う
し
た
「
慈
善
の
行
い
」
は
地
域
の
医
療
・
福
祉
を
草
の
根
で
支
え
る
「
公
的
」
な
役
割
も
有
し
て
い
た
。

中
世
は
も
ち
ろ
ん
、
近
代
以
降
に
お
い
て
も
そ
の
活
動
は
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
じ
ま
っ
た
行
政
と
の

協
働
関
係
は
、
二
〇
世
紀
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
下
で
正
式
に
承
認
さ
れ
、
福
祉
事
業
に
お
け
る
「
公
私
協
働
の
原
則
」

と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
カ
リ
タ
ス
は
、
公
認
の
民
間
福
祉
団
体
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
福
祉
国
家
の
社
会
的
イ

ン
フ
ラ
の
一
角
を
担
う
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る（

7
）。
こ
の
よ
う
に
、
カ
リ
タ
ス
と
は
、
一
方
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
と
そ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
―
い
わ
ゆ
る
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ミ
リ
ュ
ー
」
―
―
に
支
え
ら
れ
、
他
方
で
は
、
行
政
や
国
家
と
も
一
定

の
関
係
を
保
持
す
る
、
あ
る
種
「
半
官
半
民
」
の
性
格
を
も
つ
存
在
で
あ
っ
た
。

143



ナチ体制下のドイツにおけるカトリック・カリタス（7）
　

一
九
三
三
年
に
成
立
し
た
ナ
チ
政
権
は
、
こ
う
し
た
前
提
を
根
底
か
ら
覆
す
可
能
性
を
有
し
て
い
た
。
福
祉
国
家
攻
撃
の

急
先
鋒
に
立
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
慈
善
を
根
本
的
に
否
定
し
て
い
た
ナ
チ
運
動
が
政
権
に
つ
い
た
時
、
カ
リ
タ
ス
は
事
態
を
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
カ
リ
タ
ス
の
具
体
的
対
応
を
み
る
前
に
、
そ
の
行
動
を
大
き

く
規
定
し
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
政
権
掌
握
と
「
新
し
い
国
家
」
に
対
す
る
姿
勢
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
一
九
三
三
年
以
前
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ナ
チ
運
動
を
明
確
に
否
定
し
て
い
た（

8
）。
ド
イ
ツ
司
教

会
議
は
、
ナ
チ
党
綱
領
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
に
反
す
る
も
の
と
し
て
断
罪
し
、
信
徒
が
党
員
と
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
。

そ
の
結
果
、
ナ
チ
党
は
、
最
後
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
選
挙
民
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ヒ
ト
ラ
ー

が
首
相
に
就
任
す
る
と
、
こ
う
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
一
枚
岩
的
な
姿
勢
は
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
大
司
教
ら
高

位
聖
職
者
の
態
度
を
変
え
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
三
三
年
、
就
任
直
後
の
ヒ
ト
ラ
ー
お
よ
び
政
府
に
よ
る
親
キ
リ
ス

ト
教
的
発
言
、
そ
し
て
、
同
年
七
月
に
政
府
と
教
皇
庁
と
の
間
で
結
ば
れ
た
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
（
政
教
条
約
）
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
、
政
権
成
立
直
後
の
政
府
声
明
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
「
国
民
の
道
徳
生
活
の
揺
ら
ぐ
こ
と
な
き
基
盤
」
と
う
た
い
、

ヒ
ト
ラ
ー
も
議
会
演
説
に
お
い
て
、
新
旧
両
キ
リ
ス
ト
教
宗
派
を
「
民
族
の
保
持
に
最
も
重
要
な
要
素
」
と
し
、「
両
宗
派
の

権
利
と
国
家
に
対
す
る
教
会
の
地
位
の
不
変
」
を
公
約
し
た
。
こ
う
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
言
葉
は
、
事
態
の
成
り
行
き
を
見
守
っ

て
い
た
司
教
団
を
ひ
と
ま
ず
安
堵
さ
せ
、
従
来
の
拒
否
か
ら
消
極
的
承
認
へ
と
、
ナ
チ
党
へ
の
姿
勢
を
転
換
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

ま
た
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
の
締
結
は
、
信
徒
や
司
教
団
の
頭
越
し
に
、
教
皇
庁
と
ナ
チ
政
権
下
の
ド
イ
ツ
政
府
と
の
あ
い

だ
で
、
宗
教
問
題
に
つ
い
て
の
直
接
の
合
意
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た（

9
）。
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
家
は
カ
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ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
お
よ
び
宗
教
行
為
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
と
な
り
、
宗
派
学
校
や
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
諸
組
織
も
―
―
非

政
治
的
な
活
動
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
―
―
国
家
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
に
、
こ
れ
ら
の
規
定

は
全
く
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
当
初
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
教
会
の
権
利
と
自
由
が
守
ら
れ

た
と
し
て
高
く
評
価
し
た
。
つ
ま
り
、
ナ
チ
政
権
の
成
立
か
ら
わ
ず
か
の
間
に
、
教
会
指
導
者
た
ち
は
、
ナ
チ
政
権
と
の
共

存
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
共
存
を
模
索
す
る
動
き
は
、
カ
リ
タ
ス
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
カ
リ
タ
ス
指
導
部
に
と
っ
て
何
よ
り
重

要
だ
っ
た
の
は
、
新
体
制
の
な
か
で
ま
ず
は
組
織
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
政
権
樹
立
か
ら
数
カ
月
の
間
に
、
各
方

面
で
「
強
制
的
同
質
化
」
が
進
み
、
各
種
団
体
が
次
々
と
解
体
さ
れ
ナ
チ
系
組
織
に
統
合
さ
れ
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
カ
リ
タ

ス
も
解
体
さ
れ
、
ナ
チ
組
織
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
―
―
そ
う
し
た
懸
念
を
現
実
味
の
あ
る
も
の
と
し
た
の

は
、
ナ
チ
の
政
権
掌
握
後
、
突
如
、
党
公
認
の
福
祉
組
織
と
し
て
登
場
し
た
「
ナ
チ
民
族
福
祉
団
（N

ationalsozialistische 

Volksw
ohlfahrt e.V.

）」
で
あ
る（

10
）。
元
来
、
ナ
チ
党
は
福
祉
事
業
に
関
心
が
薄
く
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
前
身
も
、「
経
済

的
に
困
窮
し
た
党
員
の
支
援
」
の
た
め
、
一
九
三
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
結
成
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
な
一
組
織
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、「
ナ
チ
的
福
祉
事
業
」
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
の
価
値
を
見
出
し
た
宣
伝
相
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
の
後
押
し
に
よ
り
、

同
組
織
は
、
一
九
三
三
年
五
月
、「
民
族
福
祉
に
か
か
わ
る
す
べ
て
を
管
轄
す
る
党
組
織
」
と
し
て
突
如
ヒ
ト
ラ
ー
に
公
認
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
。
こ
れ
は
、
福
祉
領
域
に
お
け
る
「
強
制
的
同
質
化
」
の
布
石
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
数
カ
月
の
展
開
は
、
こ
う
し
た
カ
リ
タ
ス
指
導
部
の
懸
念
を
一
掃
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、

一
九
三
三
年
六
月
、
プ
ロ
イ
セ
ン
内
相
ゲ
ー
リ
ン
グ
は
、
福
祉
事
業
に
お
け
る
公
私
関
係
、
す
な
わ
ち
公
的
福
祉
と
民
間
福
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祉
と
の
協
力
に
関
す
る
回
状
を
発
表
し
、
新
体
制
に
お
い
て
、
公
的
福
祉
に
か
わ
っ
て
民
間
福
祉
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
掲

げ
た（

11
）。
こ
の
主
張
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
福
祉
国
家
批
判
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
ナ
チ
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
、
す
な
わ
ち
「
悪

し
き
官
僚
主
義
」、
自
助
を
阻
害
す
る
「
公
的
」
支
援
な
ど
―
―
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
行
政
に
代
わ
る
オ
ー

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
の
が
民
間
福
祉
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
と
に
「
宗
派
系
」
福
祉
に
言
及
し
つ
つ
、
公

的
福
祉
を
縮
小
す
る
一
方
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
民
間
福
祉
を
拡
大
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
七
月
に
入
る
と
、
一
部
の
民
間
福
祉
団
体
の
排
除
と
民
間
福
祉
全
体
の
「
再
編
」
と
が
、
並
行
し
て
矢
継
ぎ
早

に
進
め
ら
れ
た
。
共
和
国
期
に
お
い
て
は
、
カ
リ
タ
ス
や
国
内
伝
道
、
ユ
ダ
ヤ
系
福
祉
団
体
、
あ
る
い
は
社
会
民
主
党
の
「
労

働
者
福
祉
事
業
団
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
信
条
を
核
と
す
る
非
営
利
民
間
福
祉
団
体
が
、「
民
間
福
祉
頂
上
七
団
体
」（12
）

と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
う
ち
、
労
働
者
福
祉
事
業
団
、
キ
リ
ス
ト
教
労
働
組
合
を
基
盤
と
す
る
「
キ
リ
ス
ト
教

労
働
者
福
祉
事
業
団
」
の
二
団
体
が
解
散
に
追
い
込
ま
れ
た
。
ま
た
、
リ
ベ
ラ
ル
派
の
「
無
宗
派
福
祉
連
盟
」
は
、
ナ
チ
民

族
福
祉
団
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
消
滅
し
た（

13
）。

　

七
月
二
五
日
、
ラ
イ
ヒ
労
働
省
・
内
務
省
が
、「
頂
上
団
体
」
と
し
て
―
―
つ
ま
り
、
公
的
助
成
を
受
け
つ
つ
福
祉
事
業
を

担
う
民
間
福
祉
組
織
と
し
て
―
―
あ
ら
た
め
て
認
可
し
た
の
は
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
、
国
内
伝
道
、
カ
リ
タ
ス
、
ド
イ
ツ
赤

十
字
―
―
ナ
チ
の
「
指
導
」
の
下
、
戦
争
救
護
に
特
化
し
た
事
業
体
と
な
っ
て
い
た
が
―
―
の
四
つ
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
系

福
祉
団
体
は
存
続
し
て
い
た
も
の
の
、
頂
上
団
体
と
し
て
は
認
可
さ
れ
ず
、
公
的
助
成
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
そ
し
て

そ
の
二
日
後
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
を
率
い
る
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
（Erich H

ilgenfeldt

）
は
、「
我
々
は
過
去
と
完
全
に
断
絶

す
る
つ
も
り
は
な
く
」、「
民
間
福
祉
団
体
の
豊
か
な
経
験
を
生
か
し
」
て
、「
今
あ
る
事
業
を
継
続
し
て
い
く
」
こ
と
、
そ
し
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て
、「
国
家
を
支
持
す
る
全
て
の
諸
団
体
と
の
協
力
」
を
呼
び
か
け
た（

14
）。

　

こ
う
し
た
態
度
の
背
景
に
は
、
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
自
身
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
専
門
家
で
あ
り
、
福
祉
事
業
に
関
し
て
は

全
く
の
素
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
公
認
さ
れ
た
ば
か
り
の
ナ
チ
民
族
福
祉
団
は
党
内
基
盤
も
弱
く
、
数
千
人
の
メ
ン
バ
ー

を
有
す
る
の
み
で
組
織
ら
し
い
組
織
も
ま
だ
持
っ
て
い
な
か
っ
た（

15
）。
ま
た
、
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
自
身
が
端
的
に
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
健
常
者
は
ナ
チ
民
族
福
祉
団
に
、
病
者
は
他
の
民
間
団
体
に
委
ね
る
、
と
い
う
い
わ
ば
業
務
分
担
が
構
想
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た（

16
）。
そ
も
そ
も
、
優
生
学
と
人
口
政
策
を
基
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
す
る
ナ
チ
民
族
福
祉
の

目
標
は
、
民
族
共
同
体
の
健
全
化
、
そ
の
た
め
の
ド
イ
ツ
民
族
の
健
全
育
成
に
あ
り
、
そ
の
対
象
は
共
同
体
の
将
来
を
担
い

う
る
健
康
で
有
能
な
者
、
こ
と
に
児
童
・
青
少
年
や
母
子
で
あ
っ
た
。
民
族
の
「
退
化
」
を
引
き
お
こ
す
と
さ
れ
た
「
劣
等

分
子
」
―
―
病
者
や
障
害
者
等
―
―
に
対
す
る
福
祉
は
不
要
で
あ
る
か
、
せ
い
ぜ
い
最
低
限
で
十
分（

17
）で
あ
り
、
彼
ら
へ
の

福
祉
事
業
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
、
カ
リ
タ
ス
ら
宗
派
系
組
織
に
委
ね
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ル
ゲ
ン

フ
ェ
ル
ト
と
知
己
の
間
柄
で
あ
っ
た
カ
リ
タ
ス
連
盟
総
監
ク
ロ
イ
ツ
（B

enedict K
reutz

）
の
働
き
か
け
も
効
を
奏
し
、
カ

リ
タ
ス
は
、
国
内
伝
道
と
と
も
に
「
強
制
的
同
質
化
」
を
免
れ
、
公
認
民
間
福
祉
団
体
と
し
て
の
地
位
を
従
来
通
り
保
持
し

た
の
で
あ
っ
た（

18
）。

　

こ
う
し
た
政
府
に
よ
る
公
認
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
の
は
、
カ
リ
タ
ス
に
と
っ
て
も
、

や
は
り
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
の
締
結
で
あ
っ
た（

19
）。
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
は
、
宗
教
や
文
化
、
慈
善
目
的
に
仕
え
る
カ
ト
リ
ッ
ク

系
組
織
・
団
体
に
対
す
る
国
家
の
特
別
な
保
護
を
定
め
た
（
三
一
条
）。
さ
ら
に
、
医
療
や
慈
善
に
携
わ
る
修
道
会
立
の
施
設

や
基
金
の
保
持
、
現
場
の
従
事
者
と
し
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
マ
ン
パ
ワ
ー
で
あ
る
修
道
女
・
士
の
活
動
も
、
制
限
を
受
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け
る
こ
と
な
く
活
動
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
一
三
条
、
一
五
条
）。
こ
れ
に
よ
り
、
カ
リ
タ
ス
は
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
は
、
そ
の
存
在
の
保
障
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
先
の

ク
ロ
イ
ツ
が
奔
走
し
、
ド
イ
ツ
司
教
会
議
に
働
き
か
け
て
、
教
会
と
カ
リ
タ
ス
の
一
体
性
を
あ
ら
た
め
て
宣
言
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
教
会
と
カ
リ
タ
ス
は
内
的
に
一
体
」
を
な
し
て
お
り
、「
カ
リ
タ
ス
の
禁
止
は
教
会
の
使
命
を

奪
う
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
、
司
教
教
書
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る（

20
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
リ
タ
ス
は
、
ナ
チ
政
権
成
立
か
ら
半
年
余
り
の
あ
い
だ
に
、
国
家
と
教
会
の
双
方
か
ら
、
組
織
の
認
知

と
存
続
の
保
障
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
一
九
三
四
年
、
ク
ロ
イ
ツ
は
、
自
負
と
と
も
に
一
九
三
三
年
を
ふ
り
か

え
っ
て
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ド
イ
ツ
・
カ
リ
タ
ス
連
盟
に
組
織
さ
れ
た
カ
リ
タ
ス
は
、
民
間

福
祉
頂
上
団
体
と
し
て
二
つ
の
ラ
イ
ヒ
省
庁
に
認
可
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
指
導
者
で
あ
る

司
教
猊
下
の
御
意
志
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
公
認
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
第
三
帝
国
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。」（

21
）

三　

ナ
チ
民
族
福
祉
団
と
の
競
合
と
対
立

・
ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
伸
長

　
「
新
し
い
国
家
」
に
お
い
て
、
さ
し
あ
た
り
従
来
の
立
場
を
守
っ
た
か
に
見
え
た
カ
リ
タ
ス
で
あ
っ
た
が
、
早
く
も

一
九
三
四
年
初
頭
に
は
、
急
速
に
組
織
を
拡
大
し
た
ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
攻
勢
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
後
、
カ
リ

タ
ス
は
、
様
々
な
局
面
で
こ
の
ナ
チ
民
族
福
祉
団
と
の
対
決
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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当
初
、
何
の
活
動
の
基
盤
も
組
織
も
も
た
な
か
っ
た
ナ
チ
民
族
福
祉
団
は
、「
強
制
的
同
質
化
」
に
よ
り
解
散
・
禁
止
さ
れ

た
労
働
者
福
祉
団
、
無
宗
派
福
祉
連
盟
の
資
産
や
施
設
を
接
収
す
る
と
と
も
に
、
国
内
伝
道
か
ら
経
験
あ
る
人
材
を
リ
ク
ル
ー

ト
し（

22
）、
組
織
の
確
立
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
全
国
組
織
へ
の
急
速
な
拡
大
を
可
能
に
し
た
の
は
、
宣
伝
相
ゲ
ッ
ベ
ル
ス
が

「
ド
イ
ツ
民
族
の
た
め
の
冬
季
救
済
事
業
（W

interhilfsw
erk des deutschen Volkes

、
以
下
、
冬
季
救
済
事
業
と
略
記
）」（23
）

の
実
施
を
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
に
委
託
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
飢
え
と
寒
さ
と
の
闘
い
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
党
組

織
、
官
庁
、
地
方
自
治
体
、
企
業
な
ど
を
総
動
員
し
た
全
国
的
募
金
活
動
の
実
施
を
任
さ
れ
た
ナ
チ
民
族
福
祉
団
は
、
各
地

の
党
組
織
と
連
動
し
て
全
国
に
支
部
を
作
り
、
大
量
の
人
員
を
集
め
て
、
急
速
に
組
織
を
拡
大
し
た
。
当
初
数
千
人
だ
っ
た

ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
団
員
は
、
こ
れ
に
よ
り
、
三
三
年
末
に
は
一
一
万
人
を
越
え
る
に
い
た
る（

24
）。
ま
た
、
同
じ
こ
ろ
、
ナ

チ
党
内
に
「
民
族
福
祉
局
（A

m
t für Volksw

ohlfahrt

）」
が
新
設
さ
れ
、
そ
の
局
長
の
ポ
ス
ト
を
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
が
兼

任
す
る
に
い
た
っ
て
、
民
族
福
祉
団
は
党
内
で
も
確
固
た
る
基
盤
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
急
速
な
拡
大
は
、
カ
リ
タ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
福
祉
頂
上
団
体
と
の
関
係
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

た
。「
頂
上
団
体
」
と
し
て
ナ
チ
政
権
成
立
後
も
な
お
公
認
さ
れ
て
い
た
四
つ
の
民
間
福
祉
団
体
は
、
当
初
、「
ド
イ
ツ
民
間

福
祉
全
国
連
合
（R

eichsgem
einschaft der freien W

ohlfahrtspflege D
eutschlands

）」
を
結
成
し
、
相
互
に
対
等
な
立
場

で
の
協
働
を
取
り
決
め
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
三
四
年
に
入
る
と
、
こ
れ
ら
四
団
体
は
、「
民
間
福
祉
頂
上
団
体
協
働
連
合

（A
rbeitsgem

einschaft der Spitzenverbände der freien W
ohlfahrtspflege

）」
と
し
て
、
上
述
の
党
組
織
で
あ
る
「
民
族
福

祉
局
」
の
下
に
―
―
そ
し
て
そ
の
局
長
は
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
で
あ
る
―
―
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
各
団
体
の
自
立
性

と
独
立
性
の
不
可
侵
を
掲
げ
つ
つ
も
、
形
式
上
、
す
べ
て
の
民
間
福
祉
団
体
は
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
長
で
あ
る
と
同
時
に
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党
の
民
族
福
祉
局
長
で
あ
る
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
の
下
で
、「
ナ
チ
国
家
の
世
界
観
に
沿
っ
て
」、
統
一
的
か
つ
効
率
的
な
民

間
福
祉
の
活
動
の
展
開
を
図
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る（

25
）。
以
後
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
は
、
カ
リ
タ
ス
を
は
じ
め
と
す
る

他
の
民
間
福
祉
団
体
に
対
し
て
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
た
め
、
様
々
な
局
面
で
圧
力
を
強
め
て
い
く
。
以
下
で
は
、
公
的
助
成

や
募
金
を
め
ぐ
る
財
政
面
で
の
締
め
付
け
と
、
福
祉
事
業
の
現
場
に
お
け
る
競
合
を
み
て
み
よ
う
。

・
財
政
面
で
の
攻
勢

　

民
間
福
祉
頂
上
団
体
は
、
共
和
国
期
以
来
、
ラ
イ
ヒ
、
州
、
自
治
体
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
で
公
的
助
成
を
受
け
て
い
た
。

世
界
恐
慌
以
来
、
補
助
金
の
総
額
は
激
減
し
て
い
た
と
は
い
え（

26
）、
公
的
補
助
金
は
各
団
体
の
活
動
を
支
え
る
大
き
な
資
金

源
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
民
族
福
祉
団
が
試
み
た
の
は
、
こ
う
し
た
補
助
金
の
分
配
に
対
す
る
政
治
介
入
で
あ
る
。
補
助
金
の
分

配
比
率
は
、
各
団
体
の
規
模
―
―
具
体
的
に
は
、
施
設
等
の
定
員
数
―
―
を
基
準
と
し
て
お
り
、
多
く
の
施
設
を
有
す
る
カ

リ
タ
ス
、
国
内
伝
道
に
有
利
で
あ
っ
た
。
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
以
外
の
団
体
へ
の
助
成
を
廃
止
す
べ

く
、
政
府
に
働
き
か
け
て
い
る
。
労
働
省
の
反
対
に
よ
り
ラ
イ
ヒ
レ
ベ
ル
で
は
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
が
、
自
治
体
レ
ベ
ル
で

は
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
が
助
成
金
を
独
占
し
、
カ
リ
タ
ス
ら
他
の
民
間
福
祉
団
体
が
助
成
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
こ
ろ
も

あ
ら
わ
れ
た（

27
）。

　

公
的
助
成
と
並
ん
で
介
入
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
カ
リ
タ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
団
体
が
伝
統
的
に
主
た
る
財
源
獲
得

の
手
段
と
し
て
き
た
募
金
活
動
で
あ
る（

28
）。
ま
ず
行
わ
れ
た
の
は
、
募
金
活
動
時
期
の
制
限
で
あ
っ
た
。
一
九
三
四
年
、
先

述
の
冬
季
救
済
事
業
の
成
果
を
あ
げ
る
た
め
、
毎
年
、
同
事
業
の
募
金
活
動
が
行
わ
れ
る
十
一
月
か
ら
三
月
の
間
は
、
他
の
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団
体
に
よ
る
募
金
活
動
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
年
、
秋
の
収
穫
時
期
の
募
金
活
動
の
収
益
か
ら
そ
の
年
の
支
出

を
賄
っ
て
い
た
カ
リ
タ
ス
の
施
設
も
多
く
、
秋
冬
の
募
金
活
動
の
禁
止
は
大
き
な
打
撃
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
年
一
一
月
に

制
定
さ
れ
た
募
金
法
は
、
募
金
行
為
自
体
を
認
可
制
と
し　

行
政
の
監
視
下
に
置
く
こ
と
を
規
定
し
た
。
一
九
三
五
年
、
カ

リ
タ
ス
の
申
請
し
た
戸
別
お
よ
び
街
頭
募
金
は
認
可
を
得
た
う
え
で
行
わ
れ
た
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
や
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
な
ど

一
部
の
都
市
で
は
、
親
衛
隊
、
突
撃
隊
、
ヒ
ト
ラ
ー
・
ユ
ー
ゲ
ン
ト
な
ど
の
ナ
チ
組
織
に
よ
る
妨
害
が
相
次
ぎ
、
結
局
、
バ

イ
エ
ル
ン
州
で
は
警
察
当
局
に
よ
っ
て
募
金
活
動
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
一
九
三
六
年
に
な
る
と
、
全
国
的
な

募
金
活
動
は
六
月
の
一
三
、一
四
日
の
二
日
間
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
、
全
て
の
民
間
団
体
に
よ
る
同
時
開
催
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
も
ち
ろ
ん
、
各
団
体
に
と
っ
て
募
金
額
の
減
少
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
一
九
三
七
年
以
降
に
な
る
と
、
カ
リ
タ
ス
を
は

じ
め
と
す
る
民
間
福
祉
団
体
は
す
べ
て
の
募
金
活
動
か
ら
締
め
出
さ
れ
、
募
金
活
動
を
行
え
る
の
は
ナ
チ
民
族
福
祉
団
と
そ

の
関
連
組
織
の
み
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
露
骨
な
締
め
付
け
に
対
し
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
総
監
の
ク
ロ
イ
ツ
は
、
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
に
抗
議
し
、
冬
季
救

済
事
業
の
収
益
の
一
部
を
、
独
自
の
募
金
活
動
を
見
送
る
か
わ
り
に
相
応
の
補
償
と
し
て
分
配
す
る
よ
う
求
め
た
が
、
効
果

は
な
か
っ
た（

29
）。
対
抗
措
置
と
し
て
絶
大
な
効
果
を
上
げ
た
の
は
、
教
会
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
募
金
活
動
が

ほ
ぼ
禁
止
さ
れ
た
な
か
で
も
、「
公
法
上
の
宗
教
団
体
」
で
あ
る
教
会
内
で
の
礼
拝
時
に
お
け
る
献
金
だ
け
は
例
外
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ク
ロ
イ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
の
全
て
の
大
司
教
区
に
お
い
て
、
共
同
で
「
カ
リ
タ
ス
特
別
献
金
」
を
実
施

す
る
よ
う
司
教
会
議
を
通
し
て
呼
び
か
け
た
。
一
九
三
七
年
、
二
十
七
の
大
司
教
区
で
行
わ
れ
た
カ
リ
タ
ス
へ
の
特
別
献
金

は
、
二
百
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
に
達
し
、
そ
の
額
は
以
後
も
増
え
続
け
、
一
九
四
四
年
に
は
八
六
〇
万
マ
ル
ク
に
の
ぼ
っ
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た（
30
）。
教
区
民
に
よ
る
献
金
意
欲
は
、
ナ
チ
体
制
下
に
あ
っ
て
も
衰
え
ず
、
カ
リ
タ
ス
を
支
え
た
の
で
あ
っ
た
。

・
組
織
へ
の
攻
撃

　

資
金
源
を
断
と
う
と
す
る
試
み
と
並
行
し
て
、
実
際
の
福
祉
事
業
に
お
い
て
も
激
し
い
縄
張
り
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

主
戦
場
と
な
っ
た
の
は
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
と
カ
リ
タ
ス
の
利
害
が
ぶ
つ
か
る
児
童
・
青
少
年
、
母
子
を
対
象
と
す
る
福
祉

事
業
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
領
域
は
、
従
来
、
カ
リ
タ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
宗
派
系
団
体
の
牙
城
で
あ
っ
た
、
両
者
の
対
立
・

競
合
が
鮮
明
に
あ
ら
わ
れ
た
例
と
し
て
、
以
下
で
は
、
児
童
保
育
と
地
域
保
健
・
医
療
の
二
つ
の
領
域
を
み
て
い
こ
う
。

　

幼
稚
園
や
保
育
所
は
、
カ
リ
タ
ス
と
国
内
伝
道
が
伝
統
的
に
担
っ
て
き
た
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
、
し
ば
し
ば
教
会
に
併
設
さ

れ
て
い
た
宗
派
別
の
幼
稚
園
は
、
宗
派
中
立
の
公
立
幼
稚
園
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
共
和
国
期
に
お
い
て
も
、
な
お
全
体

の
八
割
近
く
を
占
め
て
い
た
。
な
か
で
も
、
カ
リ
タ
ス
は
、
三
千
五
百
近
く
の
施
設
数
を
擁
す
る
最
大
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。

ナ
チ
民
族
福
祉
団
は
、「
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
と
づ
い
た
教
育
」
を
幼
少
期
か
ら
実
現
す
べ
く
、
一
九
三
四
年
か
ら
こ

の
分
野
に
乗
り
出
し
た
。
一
九
三
五
年
末
に
は
早
く
も
一
〇
〇
〇
を
越
え
る
幼
稚
園
、
七
五
〇
の
農
繁
期
一
時
保
育
所
を
新

設
し
、
一
九
三
九
年
ま
で
に
、
そ
の
数
は
そ
れ
ぞ
れ
八
千
、
お
よ
び
、
七
千
へ
と
急
増
し
た（

31
）。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
カ
リ

タ
ス
な
ど
宗
派
系
の
幼
稚
園
は
新
設
を
禁
じ
ら
れ
、
一
部
は
閉
鎖
さ
れ
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
に
移
譲
さ
れ
る
な
ど
、
様
々
な

妨
害
措
置
に
見
舞
わ
れ
た
。

　

地
域
保
健
・
医
療
も
ま
た
、
ロ
ー
カ
ル
な
草
の
根
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
き
た
宗
派
系
民
間
福
祉
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
。
小

教
区
ご
と
に
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（G

em
eindepflegestation

）
が
設
け
ら
れ
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
道
女
や
デ
ィ
ア
コ
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ニ
ッ
セ
（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
社
会
奉
仕
に
従
事
す
る
女
性
）
な
ど
の
看
護
婦
が
常
駐
し
、
農
村
部
の
地
域
医
療
・
看
護
の

担
い
手
と
な
っ
て
い
た
。
ナ
チ
民
族
福
祉
団
に
と
っ
て
、
地
域
社
会
と
直
接
か
か
わ
る
訪
問
看
護
は
、
ナ
チ
世
界
観
の
啓
蒙

に
お
い
て
も
、
ま
た
、
優
生
学
的
観
点
に
立
つ
母
子
保
健
事
業
等
の
実
践
に
お
い
て
も
重
要
な
領
域
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

「
ナ
チ
看
護
婦
会
（N

S-Schw
esternschaft

）」
が
創
設
さ
れ
、
独
自
の
看
護
人
材
の
育
成
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
ナ
チ
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
一
九
三
四
年
に
六
〇
だ
っ
た
ナ
チ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、

一
九
三
六
年
に
は
一
九
〇
〇
を
数
え
、
ナ
チ
看
護
婦
会
も
、
七
五
〇
〇
人
の
看
護
婦
を
擁
す
る
に
い
た
っ
た（

32
）。
こ
こ
で
も
、

約
三
〇
〇
か
所
の
カ
リ
タ
ス
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
民
族
福
祉
団
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
た
と
い
う（

33
）。

　

そ
の
他
、
ナ
チ
体
制
下
で
廃
止
、
あ
る
い
は
ナ
チ
民
族
福
祉
団
に
接
収
さ
れ
た
事
業
・
施
設
は
、
カ
リ
タ
ス
側
の
記
録
に

よ
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る（

34
）。
ま
ず
、
カ
リ
タ
ス
が
運
営
、
あ
る
い
は
協
力
す
る
約
三
五
〇
か
所
の
駅
舎
善
隣
事
業

（B
ahnhofsm

ission

）
は
一
九
三
九
年
秋
ま
で
に
廃
止
さ
れ
、
そ
の
業
務
は
ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
手
に
移
譲
さ
れ
た
。
ま
た
、

カ
ト
リ
ッ
ク
女
性
に
対
す
る
職
業
紹
介
所
約
一
三
〇
も
、
活
動
停
止
を
命
じ
ら
れ
た
。
従
事
者
養
成
機
関
で
は
、
幼
稚
園
教

諭
、
青
少
年
指
導
員
養
成
校
三
五
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
養
成
の
た
め
の
カ
ト
リ
ッ
ク
系
女
子
社
会
事
業
学
校
二
校
が
廃

止
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
は
様
々
な
回
路
を
通
じ
て
福
祉
事
業
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ

う
し
た
試
み
は
結
局
は
成
功
せ
ず
、
カ
リ
タ
ス
の
事
業
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
ほ
ど
の
事
態
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
確
か
に
、
カ
リ
タ
ス
の
財
政
は
圧
迫
さ
れ
、
少
な
か
ら
ぬ
施
設
・
機
関
が
閉
鎖
に
追
い
込
ま
れ
、
特
定
の
領
域
で
は
事

業
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
、
カ
リ
タ
ス
の
数
的
優
位
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
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ナ
チ
看
護
婦
会
の
擁
す
る
看
護
婦
七
五
〇
〇
人
に
対
し
、
カ
リ
タ
ス
の
看
護
婦
は
九
万
人
、
ナ
チ
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

一
九
〇
〇
に
対
し
、
カ
リ
タ
ス
の
そ
れ
は
五
二
〇
〇
で
あ
っ
た（

35
）。
ま
た
、
カ
リ
タ
ス
の
主
力
で
あ
る
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
、

障
害
者
施
設
、
児
童
養
護
施
設
等
、
い
わ
ゆ
る
施
設
福
祉
は
、
そ
も
そ
も
ナ
チ
民
族
福
祉
の
対
象
外
で
あ
り
、
従
来
の
規
模

が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
た
。
医
療
・
施
設
福
祉
に
は
専
門
人
材
―
―
医
師
や
看
護
婦
、
ケ
ア
を
担
う
施
設
職
員
な
ど
―
―
が

不
可
欠
で
あ
る
が
、
カ
リ
タ
ス
が
有
す
る
七
〜
八
万
の
修
道
女
を
含
む
十
二
万
の
マ
ン
パ
ワ
ー
は
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
か
っ

た
。

　

ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
攻
勢
、
そ
し
て
カ
リ
タ
ス
と
の
競
合
は
、
一
九
三
九
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
開
始
と
と
も
に
終
止

符
が
打
た
れ
た
。
カ
リ
タ
ス
の
有
す
る
組
織
と
人
材
、
こ
と
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
、
戦
争
遂
行
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
と

な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
福
祉
事
業
全
体
が
、
平
時
か
ら
戦
時
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
な
か
で
、
カ
リ
タ
ス
は
、
国
内
伝
道
と
並

ん
で
、
体
制
に
と
っ
て
代
替
の
き
か
な
い
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
供
給
者
と
な
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
体
制
の
後
押
し
を
受
け

た
ナ
チ
民
族
福
祉
団
の
攻
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
リ
タ
ス
は
そ
の
組
織
と
活
動
基
盤
を
守
り
通
し
た
と
い
え
よ
う
。

四　

ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
対
立
―
―
強
制
断
種
と
「
安
楽
死
」
を
め
ぐ
っ
て

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
カ
リ
タ
ス
は
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
と
対
立
・
競
合
し
つ
つ
も
、
そ
の
組
織
を
守
っ
た
。
で

は
、
他
者
援
助
や
弱
者
救
済
と
い
っ
た
カ
リ
タ
ス
の
理
念
―
―
ナ
チ
の
人
間
観
・
福
祉
観
と
は
大
き
く
異
な
る
―
―
も
ま
た

守
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
は
健
常
者
の
福
祉
に
傾
注
し
、
病
者
・
弱
者
の
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福
祉
に
は
関
心
を
示
さ
ず
、
そ
の
実
施
は
カ
リ
タ
ス
と
国
内
伝
道
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
ナ
チ

体
制
下
で
は
、
健
常
者
の
包
摂
だ
け
で
な
く
、
病
者
・
弱
者
の
排
除
の
政
策
も
積
極
的
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、

カ
リ
タ
ス
の
理
念
と
ナ
チ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
対
立
が
最
も
鮮
明
に
立
ち
現
わ
れ
る
、
強
制
断
種
政
策
お
よ
び
「
安
楽
死
」

に
対
す
る
カ
リ
タ
ス
の
対
応
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

・
強
制
断
種
・
不
妊
手
術
政
策
と
カ
リ
タ
ス
の
対
応

　

断
種
法
は
、
優
生
思
想
に
も
と
づ
い
て
、
病
者
や
障
害
者
と
い
っ
た
「
劣
等
分
子
」
を
将
来
的
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
す
で
に
共
和
国
末
期
か
ら
法
制
度
化
が
検
討
さ
れ
て
い
た
。
ナ
チ
政
権
成
立
か
ら
半
年
後
の
一
九
三
三
年
七
月
に
制

定
さ
れ
た
「
遺
伝
病
子
孫
予
防
法
」
は
、
遺
伝
病
患
者（

36
）へ
の
断
種
・
不
妊
手
術
を
、
任
意
、
強
制
を
問
わ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合
法
化
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
同
法
が
公
布
さ
れ
た
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
態
度
は
す
で
に
決
定
ず
み
で
あ
っ
た（

37
）。
同
法
の
制
定
に

先
立
つ
一
九
三
〇
年
、
と
き
の
教
皇
ピ
ウ
ス
一
一
世
は
、
回
勅
「
カ
ス
テ
ィ
・
コ
ン
ヌ
ビ
ィ
」
に
よ
っ
て
、
全
面
的
な
断
種

の
拒
否
を
表
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

38
）。
そ
れ
以
前
、
ド
イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
な
か
に
も
、
優
生
学
に
共
鳴
し
断

種
を
支
持
す
る
論
者
が
存
在
し
た
が（

39
）、
こ
の
回
勅
に
よ
っ
て
教
会
の
姿
勢
は
決
し
、
同
法
の
制
定
後
、
ド
イ
ツ
司
教
会
議

は
直
ち
に
反
対
の
立
場
を
表
明
し
た
。
司
教
ら
の
抗
議
も
あ
っ
て
、
断
種
法
の
施
行
規
則
に
は
い
く
つ
か
の
例
外
規
定
が
設

け
ら
れ
―
―
当
該
者
が
隔
離
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
、
手
術
に
よ
っ
て
生
命
の
危
険
が
生
じ
る
場
合
、
そ
し
て
一
〇
才

以
下
の
児
童
の
場
合
は
断
種
を
免
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
―
―
た
も
の
の
、
法
自
体
は
覆
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
司
教
会
議

は
、
法
案
が
施
行
さ
れ
る
一
九
三
四
年
に
は
、
信
徒
に
対
し
自
ら
断
種
を
申
請
し
た
り
、
他
者
の
断
種
を
申
請
す
る
こ
と
を
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禁
じ
る
旨
の
告
知
を
発
表
し
た（

40
）。

　

カ
リ
タ
ス
の
病
院
、
施
設
に
と
っ
て
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
患
者
・
入
所
者
を
断
種
か
ら
守
る
こ
と
、
そ
し
て
、
カ
ト
リ
ッ

ク
信
徒
の
医
師
や
施
設
職
員
を
「
良
心
の
葛
藤
」
か
ら
ど
う
守
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
医
師
や
看
護
婦
ら
は
該
当
者
の
申

告
を
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
外
科
手
術
の
執
行
お
よ
び
補
助
を
も
職
務
と
し
て
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
カ
リ
タ
ス
連
盟
総
裁
ク
ロ
イ
ツ
は
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
施
設
に
お
い
て
は
、
法
の
適
用
は
緩
や
か
に
な
さ
れ

る
」
と
の
約
束
を
ラ
イ
ヒ
内
務
省
参
事
官
ギ
ュ
ッ
ト
（A

rthur G
ütt

）
か
ら
と
り
つ
け
て
お
り
、
各
地
の
施
設
に
対
し
て
も
、

可
能
な
限
り
断
種
の
実
施
を
阻
止
す
る
よ
う
勧
告
し
て
は
い
た
が
、
実
際
に
は
法
の
定
め
る
断
種
措
置
を
防
ぐ
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た（

41
）。
カ
リ
タ
ス
は
、
断
種
を
防
ぐ
手
段
と
し
て
施
設
へ
の
収
容
を
進
め
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
、「
生
殖

の
可
能
性
が
全
く
な
い
」、
外
界
か
ら
遮
断
・
隔
離
さ
れ
た
施
設
と
し
て
、
ま
ず
認
可
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
施
設
の
な
か

に
は
、
隔
離
施
設
と
し
て
認
可
さ
れ
る
た
め
に
、
建
物
の
周
囲
に
柵
を
巡
ら
し
た
り
、
戸
外
で
の
活
動
禁
止
な
ど
の
措
置
を

と
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
措
置
は
入
居
者
に
と
っ
て
は
不
評
で
あ
っ
た（

42
）。
し
か
も
、

断
種
を
免
れ
る
た
め
に
、
当
事
者
自
身
が
自
発
的
に
施
設
で
の
生
活
を
選
ん
だ
場
合
、
施
設
入
居
費
へ
の
国
か
ら
の
補
助
金

は
期
待
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
費
用
の
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

43
）。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
の
医
師
や
職
員
の
「
良
心
の
葛
藤
」
へ
の
対
応
は
、
聖
職
者
に
よ
っ
て
様
々
な
指
針
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一

切
の
「
協
力
」
を
禁
止
す
る
も
の
か
ら
、
断
種
の
「
申
請
」
で
は
な
く
「
申
告
」
な
ら
「
協
力
」
と
は
み
な
さ
な
い
と
す
る

も
の
、
看
護
婦
の
場
合
、
手
術
の
実
施
に
お
け
る
補
助
は
許
さ
れ
な
い
が
、
器
具
の
準
備
ま
で
な
ら
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
ど

こ
ま
で
が
許
さ
れ
る
か
の
線
引
き
は
様
々
で
あ
っ
た（

44
）。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
系
施
設
で
は
な
く
、
公
立
の
施
設
や
病
院
で

130



（20）

勤
務
す
る
従
事
者
の
場
合
、
職
務
拒
否
は
ポ
ス
ト
を
失
う
こ
と
に
直
結
し
、
こ
と
に
カ
ト
リ
ッ
ク
系
看
護
婦
が
ナ
チ
看
護
婦

に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
病
院
内
で
の
「
霊
的
な
ケ
ア
」
―
―
終
油
の
秘
跡
な
ど
―
―
が
不
可
能
に
な
る
こ
と

か
ら
、
情
状
酌
量
も
認
め
ら
れ
た
。
一
切
の
協
力
を
拒
否
し
、
有
罪
と
な
っ
た
看
護
婦
の
例
も
あ
る
が（

45
）、
こ
う
し
た
例
は

お
そ
ら
く
多
く
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

全
国
各
地
の
施
設
に
お
け
る
実
態
は
、
現
在
の
研
究
状
況
で
は
断
片
的
に
し
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
中
に
は
、
隔

離
施
設
の
入
所
者
に
も
断
種
が
お
こ
な
わ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
個
々
の
施
設
、
個
々
の
事
例
に
よ
っ
て
様
々
な
対
応
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
カ
リ
タ
ス
の
施
設
に
お
け
る
断
種
の
犠
牲
者
数
に
つ
い
て
も
、
総
数
は
不
明
で
あ
る（

46
）。

・「
安
楽
死
」
作
戦
と
カ
リ
タ
ス

　

強
制
断
種
が
、「
断
種
法
」
と
い
う
法
的
根
拠
を
も
ち
、
法
の
定
め
る
手
続
き
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、「
安
楽

死
」
作
戦
は
、
一
九
三
九
年
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
命
令
に
よ
る
秘
密
作
戦
と
し
て
は
じ
ま
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
作
戦
は
、

精
神
病
患
者
や
障
害
者
を
、「
共
同
体
の
重
荷
」、「
生
存
の
価
値
な
き
生
命
」
と
し
て
組
織
的
に
殺
害
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
。
将
来
世
代
に
お
け
る
「
劣
等
分
子
」
の
排
除
を
め
ざ
し
た
断
種
法
と
は
こ
と
な
り
、
目
前
の
コ
ス
ト
と
な
る
病
者
を
「
無

駄
飯
食
い
」
と
し
て
文
字
通
り
「
処
分
」
す
る
も
の
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
下
、
次
第
に
半
ば
見
境
の
な
い
集
団
殺
害
へ
と

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く（

47
）。

　

精
神
病
院
、
癲
癇
患
者
や
知
的
障
害
児
の
施
設
な
ど
、
全
国
一
〇
〇
余
り
、
約
三
十
万
床
を
擁
す
る
カ
リ
タ
ス
の
施
設
も
、

こ
の
「
安
楽
死
」
作
戦
の
標
的
と
な
っ
た（

48
）。
一
九
三
九
年
秋
以
来
、
ま
ず
は
、
い
わ
ゆ
る
「
T
４
作
戦
」（49
）の
も
と
、
ラ
イ
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ヒ
内
務
省
に
よ
り
、
各
施
設
の
入
院
患
者
・
入
所
者
に
つ
い
て
の
一
斉
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
特
定
の
患
者
・
入
所
者

が
「
安
楽
死
」
施
設
に
移
送
さ
れ
、
秘
密
裏
に
殺
害
さ
れ
て
い
っ
た
。
様
々
な
偽
装
工
作
が
施
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
人
々
の
「
不
自
然
な
死
」
は
人
々
の
耳
目
を
集
め
、「
安
楽
死
」
の
実
態
は
ま
も
な
く
公
に
も
知
れ

渡
る
こ
と
に
な
る
。

　

各
地
の
施
設
か
ら
問
い
合
わ
せ
を
受
け
た
ク
ロ
イ
ツ
は
、
一
九
四
〇
年
八
月
、
傘
下
の
諸
施
設
に
向
け
た
緊
急
ア
ン
ケ
ー

ト
を
行
い
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
八
つ
の
施
設
か
ら
一
五
〇
〇
人
余
り
の
患
者
・
入
所
者
が
移
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る（

50
）。
こ
れ
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
司
教
会
議
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
施
設
が
「
安
楽
死
」
に
協
力
す
る
こ
と
を
禁

じ
る
決
議
を
行
っ
た（

51
）。
カ
リ
タ
ス
の
名
誉
会
長
で
も
あ
っ
た
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
司
教
の
グ
レ
ー
バ
ー
、
ド
イ
ツ
司
教
会
議

議
長
ベ
ル
ト
ラ
ム
ら
、
高
位
聖
職
者
も
相
次
い
で
政
府
へ
の
抗
議
を
行
い
、
一
九
四
一
年
八
月
に
は
、
良
く
知
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
司
教
ガ
ー
レ
ン
に
よ
る
「
安
楽
死
」
告
発
の
説
教
が
行
わ
れ
た（

52
）。
人
々
の
あ
い
だ
に
不
安
が
広

が
り
、
抗
議
行
動
も
起
こ
る
中
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
「
T
４
作
戦
」
の
一
時
中
止
を
命
じ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後

も
「
野
生
化
し
た
（
分
散
化
・
地
域
化
し
た
）
安
楽
死
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
各
地
方
当
局
、
あ
る
い
は
、
各
地
の
病
院
・

施
設
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
殺
害
は
続
い
た
。
一
九
四
三
年
六
月
に
は
、
教
皇
ピ
ウ
ス
一
二
世
の
回
勅
「
ミ
ス
テ
チ
・

コ
ル
ポ
リ
ス
」
が
、
障
害
者
や
病
者
の
殺
害
を
神
と
自
然
の
法
に
反
す
る
も
の
と
し
て
糾
弾
し（

53
）、
九
月
に
は
ド
イ
ツ
司
教

会
議
も
、「
十
戒
に
関
す
る
共
通
教
書
」
に
お
い
て
、
公
に
向
け
た
抗
議
を
表
明
し
て
い
る
。

　

当
時
の
カ
リ
タ
ス
の
現
場
で
の
対
応
に
つ
い
て
、
戦
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
個
々
の
「
抵
抗
」
を
断
片

的
に
伝
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
調
査
用
紙
の
記
入
・
返
送
を
拒
否
す
る
、
意
図
的
に
遅
ら
せ
る
、
病
状
や
労
働
能
力
に
つ
い
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て
患
者
に
有
利
な
よ
う
に
虚
偽
の
回
答
を
す
る
、
危
険
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
患
者
の
家
族
に
知
ら
せ
、
家
族
の
元
に
引
き

取
る
よ
う
促
す
、「
安
楽
死
」
施
設
へ
の
移
送
バ
ス
が
来
る
時
刻
に
患
者
や
入
所
者
を
戸
外
に
連
れ
出
し
、
身
を
隠
さ
せ
る
、

「
移
送
」
が
予
告
さ
れ
て
い
な
い
別
の
施
設
に
一
時
的
に
移
す
、
引
き
渡
し
を
拒
む
、
等
々
で
あ
る（

54
）。
し
か
し
、
こ
う
し
た

個
別
の
「
抵
抗
」
が
移
送
を
阻
止
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
困
難
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
カ
リ
タ
ス
が
引
き
受
け
て
い
た
患

者
・
入
所
者
は
、
重
度
の
精
神
障
害
者
な
ど
、
そ
も
そ
も
家
族
の
元
に
お
く
こ
と
が
困
難
な
人
々
も
多
く
、
施
設
か
ら
の
引

き
取
り
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
親
衛
隊
や
ナ
チ
看
護
人
も
随
行
し
、
暴
力
的
に
行
わ
れ
た
移
送
を
妨
げ

る
こ
と
自
体
、
地
方
当
局
の
「
見
逃
し
」
な
ど
特
別
な
事
情
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
戦
後
の
ア
ン
ケ
ー

ト
の
回
答
を
み
る
と
、
初
期
の
「
T
４
作
戦
」
に
お
い
て
移
送
を
求
め
ら
れ
た
の
は
行
政
か
ら
公
費
で
施
設
保
護
を
委
託
さ

れ
た
患
者
で
あ
り
、
移
送
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
保
護
に
お
け
る
費
用
負
担
の
問
題
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
こ
と
、

あ
る
い
は
、
戦
争
末
期
に
は
疎
開
を
目
的
と
す
る
移
送
命
令
も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
現
場
で
の
状
況
判
断
も
容
易
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る（

55
）。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
安
楽
死
」
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
、
聖
職
者
や
犠
牲
者
の
家
族
の
抗
議
が
続
く
中
で
も
殺
害
は
続
け

ら
れ
た
。
カ
リ
タ
ス
連
盟
が
、
戦
後
、
西
ド
イ
ツ
地
域
の
施
設
を
対
象
に
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
カ
リ
タ
ス
の
施

設
入
所
者
で
「
安
楽
死
」
の
犠
牲
と
な
っ
た
も
の
は
お
お
よ
そ
一
万
人
と
さ
れ
て
い
る（

56
）。
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
の
施
設
に
つ

い
て
は
不
明
だ
が
、
そ
ち
ら
も
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
増
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
強
制
断
種
政
策
と
「
安
楽
死
」
作
戦
は
、
い
ず
れ
も
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
原
則
的
に
否
定
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
カ
リ
タ
ス
の
実
践
現
場
に
お
い
て
、
そ
の
「
原
則
」
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
―
―
個
々
の
勇
気
あ
る
「
抵
抗
」
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は
あ
っ
た
に
せ
よ
―
―
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
弱
者
救
済
と
し
て
の
カ
リ
タ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
大
き
く

揺
る
が
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

本
稿
の
ま
と
め
に
あ
た
り
、
あ
ら
た
め
て
最
初
の
問
い
に
戻
っ
て
、
ナ
チ
体
制
下
の
カ
リ
タ
ス
を
ど
の
よ
う
に
歴
史
的
に

位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。
カ
リ
タ
ス
は
な
ぜ
「
強
制
的
同
質
化
」
を
免
れ
、
非
ナ
チ
組
織
と
し
て

存
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
福
祉
事
業
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
確
認
で
き
る
の
は
、
カ
リ
タ
ス
は
、
ナ
チ
体
制
下
に
あ
っ
て
も
一
定
の
自
律
性
を
保
持
し
う
る
存
在
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
い
う
後
ろ
盾
を
持
ち
、
一
定
の
凝
集
性
を
持
つ
信
徒
に
支
え
ら
れ
て
い
た
カ
リ
タ

ス
は
、
た
と
え
国
家
の
支
援
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
独
自
の
組
織
、
人
材
に
よ
っ
て
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
体
制
側
の
妨
害
に
あ
っ
て
も
衰
え
ぬ
信
徒
の
献
金
、「
無
償
の
マ
ン
パ
ワ
ー
」
と
し
て
従
事
す
る
修
道
女
―
―
ナ
チ
体
制

下
で
は
九
万
七
千
人
と
過
去
最
高
の
水
準
に
達
し
た（

57
）―
―
、
あ
る
い
は
、
各
地
に
広
が
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

の
草
の
根
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
容
易
に
は
揺
る
が
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
体
制
側
も
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
。
医
療
・
福
祉
事
業
を
担
う
「
民
間
最
大
手
」
で
あ
っ
た
カ
リ
タ
ス
は
、
そ

も
そ
も
代
替
の
困
難
な
存
在
で
あ
っ
た
。
一
二
〇
〇
万
人
の
団
員
を
数
え
る
党
内
屈
指
の
大
組
織
と
な
っ
た
ナ
チ
民
族
福
祉

団
も
、
カ
リ
タ
ス
を
福
祉
事
業
か
ら
追
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
戦
争
遂
行
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
含
む
ナ
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チ
国
家
に
と
っ
て
、
カ
リ
タ
ス
の
有
す
る
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
、
こ
と
に
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
組
織
と
人
材
は
必
要
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
組
織
的
・
人
的
基
盤
の
優
位
性
に
依
拠
し
つ
つ
、
カ
リ
タ
ス
は
、
時
に
は
共
存
と
協
力
、
時
に
は
競
合
と
抵

抗
と
そ
の
都
度
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
、
行
動
の
余
地
を
探
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
結
果
、
カ
リ
タ
ス
は
ナ
チ
体
制
を
福
祉
の
領
域
で
支
え
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
体
制
内
の
「
異
物
」
と
し
て
、
局
面

に
よ
っ
て
は
、
体
制
に
公
然
と
抗
議
し
う
る
、
あ
る
種
の
「
阻
害
要
因
」
と
し
て
も
機
能
し
た
。
ま
た
、
バ
チ
カ
ン
や
司
教

の
与
え
る
指
針
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ナ
チ
の
防
波
堤
と
し
て
の
役
割
を
十
分
果
た
せ
な
か
っ
た
と
し
て
も（

58
）、
ナ
チ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
は
異
な
る
論
理
・
異
な
る
世
界
観
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
様
々
な
局
面
で
体
現
す
る
役
割
を
果
た
し

た
の
が
カ
リ
タ
ス
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
強
制
断
種
や
「
安
楽
死
」
と
い
っ
た
排
除
の
政
策
を
前
に
し
て
、
他
者
援
助
、
弱
者
救
済
と
し
て
の
カ
リ
タ

ス
の
理
念
は
大
き
く
揺
る
が
ざ
る
を
え
ず
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
も
長
く
尾
を
引
く
こ
と
に
な
る
。
戦
後
西
ド
イ
ツ
で
行

わ
れ
た
「
安
楽
死
」
裁
判
、
あ
る
い
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
よ
う
や
く
本
格
化
し
た
「
安
楽
死
」
の
歴
史
的
検
証
に
お
い

て
最
も
厳
し
く
問
わ
れ
た
の
は
、
カ
リ
タ
ス
が
ナ
チ
に
「
加
担
」
し
た
か
否
か
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
時
代
の
カ
リ
タ
ス
を
め
ぐ

る
歴
史
研
究
も
、
そ
の
多
く
が
こ
の
問
題
に
関
心
を
集
中
さ
せ
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
抵
抗
か
協
力
か
」
を
め
ぐ
っ
て

は
今
な
お
議
論
が
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
強
制
断
種
や
「
安
楽
死
」
の
犠
牲
者
一
人
ひ
と
り
を
祈
念
す
る
た
め
、

遺
族
に
よ
る
掘
り
起
こ
し
が
各
地
で
進
ん
で
お
り
、
カ
リ
タ
ス
の
諸
施
設
も
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る（

59
）。
ナ
チ
時
代
か
ら
七
〇

年
あ
ま
り
を
経
て
、
こ
の
問
題
は
カ
リ
タ
ス
の
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
容
易
な
ら
ぬ
遺
産
を
残
し
た
と
い
え
よ
う
。
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﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
平
成
二
八
・
二
九
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 

成
瀬
治
ほ
か
『
世
界
歴
史
大
系　

ド
イ
ツ
史
③
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
八
頁
。

（
2
） 
国
内
伝
道
に
つ
い
て
は
個
別
研
究
も
多
く
出
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
下
記
を
参
照
。Strohm

, Theodor /Thierfelder, Jörg （H
g.

）, 
D

iakonie im
 „D

ritten Reich “. Neuere Ergebnisse zeitgeschichtlicher Forschung, H
eidelberg 1990; Friedrich, N

orbert /Jähnichen, 

Traugott （H
g.

）, Sozialer Protestantism
us im

 N
ationalsozialism

us. D
iakonische und christlich-soziale Verbände unter der 

H
errschaft des N

ationalsozialism
us, M

ünster 2003.

（
3
） B

orgm
ann, K

arl, „D
er D

eutsche C
aritasverband im

 „D
ritten R

eich ““, in: 75 Jahre D
eutscher C

aritasverband 1897-1972, 

Freiburg 1972, S. 92-99; W
ollasch, H

ans-Josef, Beiträge zur G
eschichte der D

eutschen C
aritas in der Zeit der W

eltkriege, 

Freiburg i. B
r. 1978, S. 154-160; G

atz, Erw
in, „C

aritas und soziale D
ienste “, in: R

auscher, A
nton （H

g.

）, D
er soziale und 

politische K
atholizism

us. Entw
icklungslinien in D

eutschland 1803-1963, B
d. II, M

ünchen
/W

ien 1982, S. 312-351, hier 340-
343. 

さ
ら
に
、
以
下
も
参
照
。W

ollasch, H
ans-Josef, „C

aritas im
 D

ritten R
eich und im

 Zw
eiten W

eltkrieg “, in: G
atz, Erw

in 

（H
g.

）, C
aritas und soziale D

ienste, Freiburg i. B
r. 1997, S. 240-252; W

ollasch, A
ndreas, „C

arias im
 U

m
bruch – Von der 

W
eim

arer R
epublik zur N

S-Zeit. Thesen und Beispiele “, in: O
tte, H

ans /Scharf-W
rede, Thom

as （H
g.

）, C
aritas und D

iakonie 

in der N
S-Zeit. Beispiele aus N

iedersachsen, H
ildesheim

 u.a. 2001, S. 9-27.

（
4
） K

aiser, Jochen-Christoph, „N
S-Volksw

ohlfahrt und freie W
ohlfahrtspflege im

 „D
ritten Reich ““, in: O

tto, H
ans-U

w
e /Sünker, 

H
einz （H

g.

）, Politische Form
ierung und soziale Erziehung im

 Nationalsozialism
us, Frankfurt a. M

. 1991, S. 78-105; Sachße, 
Christoph

/Tennstedt, Florian, D
er W

ohlfahrtsstaat im
 Nationalsozialism

us. G
eschichte der Arm

enfürsorge in D
eutschland, Bd. 

3, Stuttgart u.a. 1992; H
am

m
erschm

idt, Peter, D
ie W

ohlfahrtsverbände im
 NS-Staat. D

ie NSV und die konfessionellen Verbände 

C
aritas und Innere M

ission im
 G

efüge der W
ohlfahrtspflege des N

ationalsozialism
us, O

pladen 1999. 

ハ
マ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見

解
を
引
き
継
い
だ
以
下
も
参
照
、K

uhlm
ann, Carola, „K

onfessionelle W
ohlfahrtsorganisationen in der N

S-Zeit zw
ischen konkur-

rierender K
ooperation, christlicher Identitätsw

ahrung und Verw
eigerung “, in: Lob-H

üdepohl, A
ndreas /Eurich, Johannes （H

g.

）, 
Aufblitzen des W

iderständigen. Soziale Arbeit der K
irchen und die Frage des W

iderstandes w
ährend der N

S-Zeit, Stuttgart 
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2018, S. 76-97.

（
5
） H

am
m

erschm
idt, 1999, S. 562. 

ハ
マ
ー
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
国
内
伝
道
と
カ
リ
タ
ス
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
併
せ
て
論
じ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
カ
リ
タ
ス
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
の
歴
史
を
概
観
し
た

フ
リ
ー
の
小
論
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。Frie, Ew

ald, „Zw
ischen K

atholizism
us und W

ohlfahrtsstaat. Skizze einer Verbandsge-

schichte der D
eutschen C

aritas “, in: Jahrbuch für C
hristliche Sozialw

issenschaften, 38 （1997

）, S. 21-42.

（
6
） 

こ
う
し
た
議
論
の
枠
組
み
は
、
ナ
チ
体
制
と
教
会
の
関
係
に
関
す
る
論
争
と
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
主
要

な
論
争
の
概
観
は
、B

laschke, O
laf, D

ie K
irchen und der N

ationalsozialism
us, Stuttgart 2014

、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
立
場
か
ら
の
整

理
は
、H

um
m

el, K
arl-Joseph

/K
ißener, M

ichael （H
g.

）, D
ie K

atholiken und das D
ritte Recih. K

ontroversen und D
ebatten, 2. 

A
ufl., Paderborn u.a. 2010.

（
7
） 

共
和
国
期
の
「
公
私
協
働
体
制
」
の
成
立
、
お
よ
び
、
共
和
国
末
期
ま
で
の
カ
リ
タ
ス
前
史
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
福
祉
国
家
を
支

え
る
民
間
ボ
ラ
ン
タ
リ
ズ
ム
―
―
二
〇
世
紀
初
頭
ド
イ
ツ
を
例
と
し
て
」
高
田
実
・
中
野
智
世
編
著
『
福
祉
（
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
探

究
⑮
）』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
九
七

－

二
三
六
頁
、
同
「
カ
ト
リ
ッ
ク
慈
善
の
近
代
―
―
ド
イ
ツ
・
ヴ
ァ
イ
マ
ル
福

祉
国
家
に
お
け
る
カ
リ
タ
ス
」
中
野
智
世
ほ
か
編
著
『
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
キ
リ
ス
ト
教
―
―
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
社
会
史
』
勁
草
書
房
、

二
〇
一
六
年
、
二
九
三

－
三
二
一
頁
、M

aurer, Catherine, D
er Caritasverband zwischen Kaiserreich und W

eim
arer Republik. Zur 

Sozial- und M
entalitätsgeschichte des caritativen K

atholizism
us in D

eutschland, Freiburg 2008.

（
8
） 

以
下
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ナ
チ
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
河
島
幸
夫
『
ド
イ
ツ
現
代
史
と
キ
リ
ス
ト
教
―
―

ナ
チ
ズ
ム
か
ら
冷
戦
体
制
へ
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
第
一
章
「
ナ
チ
ス
の
政
権
掌
握
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」、
三
一
頁
以
下
、

第
三
章
「
回
勅
『
深
き
憂
慮
に
満
た
さ
れ
て
』
の
背
景
と
意
義
」、
八
七
頁
以
下
を
参
照
。

（
9
） 

ド
イ
ツ
で
は
、
す
で
に
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
バ
ー
デ
ン
の
各
州
政
府
と
の
間
で
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト

が
締
結
さ
れ
て
い
た
。
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
と
そ
の
評
価
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
河
島
、
二
〇
一
一
年
、
三
六
頁
以
下
。

（
10
） 

以
下
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
に
つ
い
て
は
、Sachße /Tennstedt, 1992, S.110ff; H

am
m

erschm
idt, 1999, S. 152ff.

（
11
） 

文
面
は
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
総
裁
ク
ロ
イ
ツ
の
下
記
の
論
考
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。K

reutz, B
[enedict], „Vom

 W
eg der C

aritas im
 

U
m

bruch der Zeit. Jahresschau 1933 des D
eutschen C

aritasverbandes “, in: Jahrbuch der C
aritasw

issenschaft, 1934, S. 5-17, 
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ナチ体制下のドイツにおけるカトリック・カリタス（27）
hier 8-10.

（
12
） 

カ
リ
タ
ス
、
国
内
伝
道
、
労
働
者
福
祉
事
業
団
の
ほ
か
、「
ド
イ
ツ
赤
十
字
」、「
キ
リ
ス
ト
教
労
働
者
福
祉
事
業
団
」、「
無
宗
派
福

祉
連
盟
」、「
ユ
ダ
ヤ
中
央
福
祉
事
業
団
」
の
七
団
体
で
、
国
内
の
福
祉
・
医
療
組
織
は
、
こ
の
七
団
体
の
い
ず
れ
か
の
傘
下
に
入
る
こ

と
で
、
公
的
認
可
と
補
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
参
照
、
拙
稿
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
三
頁
以
下
。

（
13
） H

am
m

erschm
idt, 1999, S. 156ff

（
14
） K

reutz, 1934, S. 6f.

（
15
） Sachße /Tennstedt, 1992, S.111; H

am
m

erschm
idt, 1999, S. 152ff.

（
16
） K

reutz, B
[enedict], „C

aritasarbeit im
 neuen D

eutschland “, in: C
aritas. Zeitschrift für C

aritasw
issenschaft und C

aritasarbeit

（
以
下
、C

aritas
と
略
記
）, 41. Jg., H

. 11, N
ovem

ber 1936, S. 393-402, hier 399.

（
17
） A

lthaus, H
erm

ann, N
ationalsozialistische Volksw

ohlfahrt, 1935, B
erlin S. 18.

（
18
） W

ollasch, 1978, S. 157f.

（
19
） 

カ
リ
タ
ス
に
関
わ
る
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
の
規
定
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
以
下
を
参
照
。Joerger, K

uno, „R
eichskonkordat und 

kirchliche C
aritasarbeit “, in: C

aritas, 38. Jg., H
. 8, A

ugust 1933, S. 329-334.

（
20
） K

reutz, 1934, S. 10f.

（
21
） Ibid., S. 11.

（
22
） H

am
m

erschm
idt, 1999, S. 155ff. 

例
え
ば
、
ヒ
ル
ゲ
ン
フ
ェ
ル
ト
に
次
ぐ
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
で
、
実
務
を
取
り
仕
切
っ
た
ア
ル
ト
ハ

ウ
ス
（H

erm
ann A

lthaus

）
を
は
じ
め
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
指
導
部
に
は
、
少
な
か
ら
ず
国
内
伝
道
出
身
者
が
存
在
し
た
。

（
23
） 

も
と
も
と
は
、
共
和
国
末
期
に
深
刻
化
し
た
失
業
と
貧
困
対
策
と
し
て
、
民
間
福
祉
頂
上
団
体
が
全
国
的
に
寄
付
を
よ
び
か
け
た
も

の
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
体
制
下
の
冬
季
救
済
事
業
に
つ
い
て
は
、Sachße /Tennstedt, 1992, S. 120ff; H

am
m

erschm
idt, 1999, S. 160ff.

（
24
） 

翌
一
九
三
四
年
に
は
三
七
〇
万
人
、
一
九
三
九
年
に
は
一
二
〇
〇
万
人
と
、
当
時
の
全
人
口
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
数
え
る
未
曾
有

の
大
組
織
と
な
っ
た
。Sachße /Tennstedt, 1992, S.117.

（
25
） K

reutz, 1936, S. 396f; H
am

m
erschm

idt, 1999, S. 193ff.

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
民
間
福
祉
団
体
の
な
か
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

握
ろ
う
と
す
る
ナ
チ
民
族
福
祉
団
と
、
国
内
伝
道
、
カ
リ
タ
ス
の
熾
烈
な
駆
け
引
き
の
結
果
の
妥
協
策
で
あ
っ
た
。
国
内
伝
道
は
、
カ
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（28）

リ
タ
ス
を
ラ
イ
バ
ル
と
見
な
し
、
ナ
チ
民
族
福
祉
団
と
の
協
力
―
―
あ
る
い
は
融
合
―
―
を
も
検
討
し
て
い
た
が
、
カ
リ
タ
ス
は
ナ
チ

民
族
福
祉
団
が
直
接
指
導
的
立
場
に
立
つ
こ
と
に
は
頑
強
に
抵
抗
し
た
。

（
26
） 

例
え
ば
、
一
九
二
三
年
の
ラ
イ
ヒ
か
ら
の
民
間
福
祉
団
体
へ
の
補
助
金
二
千
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
は
、
一
九
三
三
年
に
は
わ
ず
か

百
六
十
万
ラ
イ
ヒ
ス
マ
ル
ク
へ
と
落
ち
込
ん
で
い
る
。Sachße /Tennstedt, 1992, S.135f. 

た
だ
し
、
カ
リ
タ
ス
は
自
己
資
金
率
が
高

く
、
経
済
恐
慌
下
の
銀
行
破
綻
に
よ
っ
て
大
打
撃
を
こ
う
む
っ
た
国
内
伝
道
に
比
べ
、
財
政
状
況
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
。 

H
am

m
erschm

idt, 1999, S. 294ff.

（
27
） Sachße /Tennstedt, 1992, S.136.

（
28
） 

以
下
、
募
金
活
動
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、W

ollasch, H
ans-Josef, „Caritasarbeit unter D

iktatur. Zur Bedeutung 

von Caritassam
m

lungen im
 D

ritten Reich “ in: Caritas 74. Jahrbuch des D
eutschen Caritasverbandes, Freiburg 1975

（
以
下
、

W
ollasch, 1975

（a

） 

と
略
記
）, S. 270-290, H

am
m

erschm
idt, 1999, S. 320ff.

（
29
） Schreiben K

reutz an H
ilgenfeldt vom

 22. M
ärz 1937, abgedruckt bei W

ollasch, 1975

（a

）, S. 286f. 

冬
季
救
済
事
業
の
募
金
活

動
に
は
、
カ
リ
タ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
民
間
福
祉
団
体
も
共
同
で
参
加
し
て
お
り
、
募
金
収
入
の
一
部
は
民
間
福
祉
団
体
に
も
分
配
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
も
次
第
に
ナ
チ
民
族
福
祉
団
に
ほ
と
ん
ど
が
流
れ
る
よ
う
に
な
り
、
資
金
源
と
し
て
は

ほ
ぼ
意
味
を
な
さ
な
く
な
っ
た
。

（
30
） W

ollasch, 1975

（a

）, S. 281ff; G
atz, 1982, S. 341.

（
31
） Sachße /Tennstedt, 1992, S.139f.

（
32
） Ibid., S. 130f.

（
33
） B

orgm
ann, 1972, S. 97.

（
34
） 

以
下
は
、Ibid; W

ollasch, 1997, S. 244. 

た
だ
し
、
こ
こ
で
も
論
者
に
よ
っ
て
数
値
は
異
な
っ
て
お
り
、
正
確
な
数
は
確
認
で
き
な

い
。

（
35
） Sachße /Tennstedt, 1992, S.130f; W

ollasch, 1997, S. 243.

（
36
） 

当
時
、
遺
伝
性
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
先
天
性
の
知
的
障
害
、
統
合
失
調
症
、
躁
鬱
病
、
癲
癇
、
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
病
、
盲
・
聾
・
唖
、

重
度
の
身
体
障
害
（
奇
形
）・
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
―
―
に
罹
患
し
た
男
女
。
た
だ
し
実
際
に
は
、
遺
伝
と
は
無
関
係
の
病
者
・
障
害
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ナチ体制下のドイツにおけるカトリック・カリタス（29）

者
、「
精
神
薄
弱
」
と
み
な
さ
れ
た
「
非
行
」
青
少
年
、「
反
社
会
的
分
子
」
な
ど
も
対
象
に
な
っ
た
。

（
37
） 

断
種
法
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
応
に
つ
い
て
は
、W

ollasch, H
ans-Josef, „K

irchliche R
eaktionen auf das „G

esetz zur 

Verhütung erbkranken N
achw

uchses “ vom
 Jahre 1933 “, in: Caritas 74. Jahrbuch des D

eutschen Caritasverbandes, Freiburg 1975 
（
以
下
、 W

ollasch, 1975

（b

） 

と
略
記
）, S. 290-306; N

ow
ak, K

urt, „Euthanasie “ und Sterilisierung im
 „D

ritten Reich “. D
ie 

K
onfrontation der evangelischen und katholischen K

irche m
it dem

 „G
esetz zur Verhütung erbkranken N

achw
uchses “ und der 

„Euthanasie “-Aktion, G
öttingen 1978, S. 106ff; R

ichter, Ingrid, K
atholizism

us und Eugenik in der W
eim

arer Republik und im
 

D
ritten Reich, Paderborn u.a. 2001, S. 367ff. 

河
島
、
前
掲
書
、
第
四
章
「
ナ
チ
ス
優
生
政
策
と
キ
リ
ス
ト
教
会
」、
カ
ト
リ
ッ
ク
に

つ
い
て
は
一
三
四
頁
以
下
。

（
38
） 

結
婚
と
家
族
を
持
つ
権
利
、
身
体
を
保
護
さ
れ
る
（
傷
つ
け
ら
れ
な
い
）
権
利
は
、
国
家
に
先
立
っ
て
全
て
の
人
に
認
め
ら
れ
て
い

る
と
の
理
由
に
よ
る
。
ピ
オ
十
一
世
著
、
岳
野
慶
作
訳
解
『
カ
ス
テ
ィ
・
コ
ン
ヌ
ビ
ー
―
―
結
婚
の
倫
理
』
中
央
出
版
社
、
一
九
六
六

年
、
七
七
頁
以
下
。

（
39
） 

イ
エ
ズ
ス
会
士
の
ム
ッ
カ
ー
マ
ン
（H

erm
ann M

uckerm
ann

）、
カ
リ
タ
ス
と
も
ゆ
か
り
の
あ
る
マ
イ
ア
ー
（Joseph M

ayer

）
な

ど
。
両
者
の
断
種
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
大
久
保
里
香
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
断
種
論
と
『
遺
伝
病
子
孫
予
防

法
』」『
西
洋
史
論
叢
』（
早
稲
田
大
学
）
四
〇
号
、
二
〇
一
八
年
、
八
三

－

九
六
頁
、
特
に
八
六

－

九
一
頁
。
た
だ
し
、
優
生
学
の
広

が
り
は
エ
リ
ー
ト
層
に
限
ら
れ
て
い
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
お
け
る
優
生
学
に
つ
い
て
は
、R

ichter, 2001.

（
40
） W

ollasch, 1975

（b

）, S. 292f; N
ow

ak, 1978, S. 111ff.

（
41
） W

ollasch, 1975

（b

）, S. 297; N
ow

ak, 1978, S. 114ff.

（
42
） Frings, B

ernhard, Zu m
elden sind säm

tliche Patienten... N
S-‚Euthanasie ‛ und H

eil- und Pflegeanstalten im
 Bistum

 M
ünster, 

M
ünster 1994, S. 13ff, 120.

（
43
） 

断
種
手
術
を
受
け
た
も
の
の
多
く
は
施
設
か
ら
退
所
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
断
種
法
自
体
が
、
施
設
収
容
の
縮
少
に
よ
る

福
祉
費
用
の
削
減
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。W

ollasch, 1975
（b
）, S. 298.

（
44
） Ibid., S. 294f; N

ow
ak, 1978, S. 114ff; R

ichter, 2001, S. 418ff.

（
45
） 

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
保
護
施
設
に
お
い
て
男
性
患
者
の
断
種
を
拒
否
し
た
女
性
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
例
な
ど
。「
国
家
の
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（30）

見
解
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
そ
れ
と
一
致
し
な
い
」
と
公
然
と
発
言
し
、「
宗
教
的
心
情
を
行
為
で
示
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ド
イ

ツ
民
族
全
体
の
福
利
を
損
な
っ
た
」
と
し
て
、
一
カ
月
の
禁
固
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。W

ollasch, 1975

（b

）, S. 306.

現
場
の
従
事
者
の

葛
藤
に
つ
い
て
は
、R

ichter, 2001, S. 432ff.
（
46
） W

ollasch, 1975

（b

）, S. 297ff.

（
47
） 
「
安
楽
死
」
作
戦
は
、
小
児
科
医
が
主
導
し
た
「
子
ど
も
の
安
楽
死
」、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の
親
衛
隊
保
安
部
に
よ
る
精
神
病
患
者
の
大

量
射
殺
、
強
制
収
容
所
の
囚
人
・
外
国
人
強
制
労
働
者
の
「
安
楽
死
」
な
ど
、
様
々
な
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
で
行
わ
れ
た
組
織
的
な
大
量
殺
害
の
総
称
で
あ
る
。「
安
楽
死
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
邦
語
で
は
下
記
を
参
照
。
エ

ル
ン
ス
ト
・
ク
レ
ー
（
松
下
正
明
訳
）『
第
三
帝
国
と
安
楽
死
―
―
生
き
る
に
値
し
な
い
生
命
の
抹
殺
』
批
評
社
、
一
九
九
九
年
、
木

畑
和
子
「
第
三
帝
国
と
『
安
楽
死
』
問
題
―
―
『
安
楽
死
』
の
い
わ
ゆ
る
『
中
止
』
ま
で
」『
研
究
紀
要
（
東
洋
英
和
女
学
院
短
期
大

学
）』
二
六
（
一
九
八
七
）、
二
一

－

三
七
頁
、
同
「
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
安
楽
死
』
問
題
」
井
上
茂
子
ほ
か
著

『1939

。
ド
イ
ツ
第
三
帝
国
と
第
二
次
世
界
大
戦
』
同
文
館
、
一
九
八
九
年
、
二
四
三

－

二
八
三
頁
。
日
進
月
歩
で
進
ん
で
い
る
ド
イ

ツ
で
の
研
究
状
況
に
つ
い
て
は
、K
am

insky, U
w

e, „D
ie N

S-„Euthanasie “. Ein Forschungsüberblick “, in: A
rbeitskreis zur Erfor-

schung der nationalsozialistischen „Euthanasie “ und Zw
angssterilisation （H

g.

）, Tödliches M
itleid. N

S-„Euthanasie “ und 

G
e genw

art, M
ünster 2007, S. 15-46.

（
48
） 

カ
リ
タ
ス
と
「
安
楽
死
」
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ラ
シ
ュ
の
一
連
の
論
考
が
今
な
お
主
た
る
先
行
研
究
で
あ
る
。W

ollasch, H
ans-Josef, 

„Caritas und Euthanasie im
 D

ritten Reich “, in: Caritas 73. Jahrbuch des D
eutschen Caritasverbandes, Freiburg 1974, S. 61-85; 

ders., Ein Jahrhundert der Sorge um
 geistig behinderte M

enschen, Bd. 2, Ausbau und Bedrängnis: D
ie erste H

älfte des 20. 

Jahrhunderts, Freiburg i. B
r. 1980; ders., „G

eistig behinderte M
enschen zw

ischen „C
aritas “ und N

ationalsozialism
us “, in: 

C
aritas 81. Jahrbuch des D

eutschen C
aritasverbandes, Freiburg 1982, S. 350-368; ders., „„Euthanasie “ im

 N
S-Staat: W

as 

taten K
irche und C

aritas? “, in: C
om

m
unio. Internationale K

atholische Zeitschrift, 13 （1984

）, S. 174-189.

（
49
） 

「
安
楽
死
」
作
戦
の
本
部
が
ベ
ル
リ
ン
、
テ
ィ
ア
ガ
ル
テ
ン
通
り
（Tiergartenstraße

）
の
4
番
地
に
お
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
非
公
式

に
こ
う
呼
ば
れ
た
。

（
50
） W

ollasch, 1974, S. 69. 

ア
ン
ケ
ー
ト
お
よ
び
各
施
設
か
ら
の
回
答
は
、A

rchiv des D
eutschen C

aritasverbandes

（
以
下
、A

D
C
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と
略
記
）, 732.27.030. Fasz.01.

（
51
） W

ollasch, 1974, S. 69.
（
52
） 

「
安
楽
死
」
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
応
は
、N

ow
ak, 1978, S. 158ff; H

öllen, M
artin, „K

atholische K
irche und N

S-

„Euthanasie ““, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte, 91 （1980

）, S. 53-82; Schm
uhl, H

ans-W
alter, Rassenhygiene, Nationalso-

zialism
us, Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung ›lebensunw

erten Lebens‹, 1890-1945, G
öttingen 1987, S. 346ff.

史

料
集
と
し
て
、N

euhäuser, Johann, K
reuz und H

akenkreuz. D
er K

am
pf des N

ationalsozialism
us gegen die katholische K

irche 

und der kirchliche W
iderstand, 2. Teil, o.O

. S. 354ff.

（
53
） 

沢
田
和
夫
注
解
、
ピ
オ
十
二
世
著
『
ミ
ス
テ
チ
・
コ
ル
ポ
リ
ス
―
―
キ
リ
ス
ト
の
神
秘
体
』
中
央
出
版
社
、
一
九
六
〇
年
、
一
三
一

項
以
下
。

（
54
） W

ollasch, 1974, S. 73ff; ders., 1980, S. 98ff, S. 155f. 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
証
言
は
、
一
九
五
九
年
に
な
っ
て
改
め
て
行
わ
れ
た

カ
リ
タ
ス
連
盟
の
一
斉
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
、
分
析
に
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
自
体
、「
我
々

カ
ト
リ
ッ
ク
の
慈
善
施
設
が
清
廉
潔
白
で
あ
る
こ
と
を
歴
史
の
前
に
示
す
責
任
」
ゆ
え
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
、
質
問
項
目
の
な
か
に

は
「
移
送
を
阻
止
す
る
こ
と
は
可
能
で
し
た
か
？
」
と
の
問
い
も
あ
る
。
一
九
五
九
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
と
そ
の
回
答
は
、A

D
C

, 

732.27.030. Fasz.02;B
ecker, C

arl, „D
ie D

urchführung der Euthanasie in den katholischen caritativen H
eim

en für geistig 

B
ehinderte “, in: Jahrbuch der C

aritasw
issenschaft 1968, Freiburg, 1968, S. 104-119. 

ま
た
、
こ
う
し
た
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
を
含
め

た
行
為
を
「
抵
抗
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
参
照
、Schm

uhl, H
ans-W

alter, „W
as heißt 

„W
iderstand “ gegen die N

S-„Euthanasie “-Verbrechen? “, in: H
istoria H

ospitalium
, B

d. 29, Jg. 2014
/15, 2016, S. 237-255.

（
55
） 

戦
局
が
悪
化
す
る
な
か
で
、
カ
リ
タ
ス
の
病
院
・
施
設
を
野
戦
病
院
や
緊
急
医
療
施
設
と
し
て
転
用
す
る
た
め
、
患
者
の
移
送
が
行

わ
れ
た
が
、
戦
後
に
は
患
者
が
ま
た
戻
っ
て
き
た
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
移
送
命
令
の
時
期
、
施
設
の
お
か
れ
て
い
た
諸
状
況
、
施

設
内
の
人
的
構
成
な
ど
に
よ
っ
て
対
応
は
様
々
で
あ
り
、
個
別
に
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
数
少
な
い
事
例
研
究
と
し
て
、Tröster, 
W

erner, „ „D
ie ganze Front stand voller N

eugieriger, die aber lautlos zusahen “. „Euthanasie “ an G
eisteskranken, dargestellt 

am
 B

eispiel der H
eilanstalt W

arstein “, in: W
agener, U

lrich （H
g.

）, D
as Erzbistum

 Paderborn in der Zeit der N
ationalsozialis-

m
us. Beiträge zur regionalen K

irchengeschichte 1933-1945, Paderborn 1993, S. 333-363; Frings, 1994.
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（32）

（
56
） B

ecker, 1968, S. 107ff.

（
57
） G

atz, Erw
in, „D

ie sozial-caritativ tätigen O
rden in der Zw

ischenkriegszeit “, in: G
atz, 1997, S. 234-239, hier 234.

（
58
） 

カ
リ
タ
ス
へ
の
様
々
な
妨
害
、
弾
圧
に
対
し
て
、
ク
ロ
イ
ツ
は
ド
イ
ツ
司
教
会
議
に
そ
の
都
度
状
況
報
告
を
寄
せ
、
教
会
に
よ
る
組

織
の
防
衛
と
庇
護
を
求
め
て
い
る
。
確
か
に
司
教
ら
は
政
府
に
度
々
抗
議
を
行
い
、
バ
チ
カ
ン
か
ら
も
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
違
反
と
し

て
、
再
三
再
四
ド
イ
ツ
政
府
へ
の
申
し
入
れ
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
ナ
チ
体
制
と
決
定
的
に
対
立
し
、
コ
ン
コ
ル
ダ
ー
ト
の
破
棄
に

い
た
る
こ
と
を
恐
れ
た
バ
チ
カ
ン
、
そ
し
て
司
教
ら
の
対
応
は
、
決
定
的
瞬
間
に
あ
っ
て
も
し
ば
し
ば
抑
制
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
。

W
ollasch, 1997, S. 242.

（
59
） 

国
内
伝
道
に
比
し
て
、
カ
リ
タ
ス
の
「
安
楽
死
」
の
過
去
と
の
取
り
組
み
は
遅
れ
て
い
る
が
、
近
年
、
各
施
設
・
病
院
で
の
史
料
の

開
示
や
祈
念
事
業
が
徐
々
に
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、Im

m
enkötter, H

erbert, M
enschen aus unserer M

itte. D
ie O

pfer von 

Zw
angssterilisierung und Euthanasie im

 D
om

inikus-Ringeisen-W
erk U

rsberg, D
onauw

örth 1992; Josefs-G
esellschaft e.V. 

（H
g.

）, Zwischen Fürsorge und NS-Ideologie. Einrichtungen der Josefs-G
esellschaft in der Zeit der Euthanasie, M

ünster 2001; 

Sirl, Sr. M
. B

enigna /Pfister, Peter （H
g.

）, D
ie Assoziationsanstalt Schönbrunn und das nationalsozialistische Euthanasie-

Program
m

, R
egensburg 2011.
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